
ごしょがわら
縁結
び サポートセンター

ステキな出会い
見つけよう♥

出会いのきっかけは、あなたの一歩から…

五所川原市は、

あなたのステキな出会いを応援します。

まずはお気軽にご相談ください。

今すぐ

チェッ
ク！

ごしょがわら縁結びサポートセンター



ステキな出会いを見つけるまで…（マッチングの流れ）「ごしょがわら縁結びサポートセンター」とは…
五所川原市は、少子化の要因の1つとされる未婚化・晩婚化対策として、結婚を希望する方々の
ステキな出会いを応援するため「ごしょがわら縁結びサポートセンター」を開設しました！
サポートセンターでは、会ってみたいお相手とのマッチング（お見合い）を支援します。

安心してお相手を見つけていただくために…
サポートセンターは会員登録制で、登録の際は必ず写真付の身分証明書（運転免許証など）に
よりご本人確認を行います。また、マッチングには「縁結びサポーター」が立ち会うとともに、双方
の合意が無ければ自分の実名や連絡先が知られることはありません。

●会員登録できる方（登録は無料です）
　結婚を希望する満20歳以上の独身者で、五所川原市、つがる
市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町（以下「五所川原圏域」
という。）在住又は結婚後、五所川原圏域に住む意思のある方
●必要書類
　・ごしょがわら縁結びサポートセンター会員登録申込書
　 （様式第1号）
　・プロフィールカード（様式第2号）
　・同意書兼誓約書（様式第3号）
　・写真2枚（縦4.0～4.5㎝、横3.0～3.5㎝、プリクラ等不可）
　・身分証明書（運転免許証、パスポートなど写真付のもの）

●登録方法
　手続希望日の前日の午後5時15分までに電話又はメールで
ご予約のうえ、必要書類をお持ちになり事務局までお越し
下さい。

　※予約受付時間：午前8時30分から午後5時15分まで
　※手続希望日の前日が土日祝及び年末年始にあたる場合は、
　その前の平日までの予約が必要です。

　※メールでのご予約は、事務局からの予約受付のご連絡を　
　もって確定となります。

　※本人以外の事前予約及び登録手続はできません。

お問合せや登録受付は……ごしょがわら縁結びサポートセンター事務局（裏面）まで

会員がプロフィール帳から
会ってみたい人を発見！
•個人情報の管理を徹底するため、
　プロフィール帳の閲覧は、
　事務局立ち会いのもとで行います。

担当サポーターから、
サポーターになった旨を
会員へ連絡。

サポーターが2人のマッチング
の日程を調整。
•マッチングに向け、サポーターへ
　お気軽にご相談ください。

マッチング後の意思確認
•会員とお相手がそれぞれ、再会した
いかをサポーターに報告します。

事務局が
縁結びサポーターを
紹介します。

サポーターがお相手に、お会い
するかどうか、確認。
•お相手が承諾し、マッチングが決定したら、
その時点でプロフィール帳への掲載は、一
旦停止となります。これは、ダブルブッキン
グ等を未然に防止し、一人ひとりに誠実に
対応していただくためです。

サポーター立ち会いのもと、
マッチング実施！
•サポーターはご希望に合わせて、最長1時間
同席可能です。

•トラブルを防ぐため、マッチング当日のうち
に、ご自身の氏名・住所・電話番号等をお相
手に教えるようなことはしないでください。

双方が希望した場合、
連絡を取り合い、再会！
•サポーターが連絡先を
　お知らせします。

縁結びサポーターがプロフィール
帳を閲覧し、引き合わせたい会
員・非会員を発見！双方へ連絡。
•個人情報の管理を徹底するため、プロフィー
ル帳の閲覧は、事務局立ち会いのもとで行
います。

会員がサポーターから話を聞
いて、互いが会うことを希望し
たら、マッチング実施！
•マッチング後は、双方が希望した場合、互い
の連絡先を交換し、再会！

会員が自ら会ってみたい人を探す場合

縁結びサポーターが引き合わせる場合

事務局 事務局

サ
ポ
ー
タ
ー
A

サ
ポ
ー
タ
ー
B

サポーター サポーター お相手

会員

会員

サポーター

サポーター会
員 非

会
員

会員 非会員

サポーター

お相手会員
サポーター

お相手会員

サポーター

お相手 お相手会員 会員

縁結び
1

縁結び
2

縁結び
3

縁結び
4

縁結び
5

縁結び
6

縁結び
7

縁結び
8

縁結び
1

縁結び
2

出会いを見つけたい方…

1縁結びサポーター
　満20歳以上の青森県内在住者で、結婚を希望する独身男女
の相談や、マッチングのお手伝い等の活動をボランティアで
行う方
●必要書類
　・ごしょがわら縁結びサポートセンター縁結びサポーター       
　登録申込書（様式第5号）

　・同意書兼誓約書（様式第6号）
　・写真1枚（縦4.0～4.5㎝、横3.0～3.5㎝、プリクラ等不可）
　・身分証明書（運転免許証、パスポートなど写真付のもの）
●登録方法
　手続希望日の前日の午後5時15分までに電話又はメールで
ご予約のうえ、必要書類をお持ちになり事務局までお越し
下さい。

　※予約受付時間：午前8時30分から午後5時15分まで
　※手続希望日の前日が土日祝及び年末年始にあたる場合は、
　その前の平日までの予約が必要です。

　※メールでのご予約は、事務局からの予約受付のご連絡を　
　もって確定となります。

　※本人以外の事前予約及び登録手続はできません。

2団体サポーター
　本制度の目的に賛同し、団体の構成員等に本制度の周知を
図るほか、会員や縁結びサポーターとなった構成員等に対し
て、積極的な活動ができるような環境づくりを行う団体
3協賛団体
　本制度の目的に賛同し、本制度のマッチングの支援やその
他婚活支援事業を行う団体
●必要書類
【団体サポーター】
　・ごしょがわら縁結びサポートセンター団体サポーター登録
　申込書（様式第7号）

　・同意書兼誓約書（様式第8号）
【協賛団体】
　・ごしょがわら縁結びサポートセンター協賛団体登録申込書
　 （様式第9号）
　・同意書兼誓約書（様式第10号）
●登録方法
　必要書類を直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。

ステキな出会いを探す男女を応援したい方…
サポートセンターでは、結婚を希望する男女を応援したいという方・団体、従業員の結婚を応援
したいという団体のご登録も同時に募集しています。



〈お問い合せ先・登録受付〉

ごしょがわら
縁結びサポートセンター事務局

（五所川原市財政部企画課内）
〒037‒8686　五所川原市岩木町12番地

五所川原市役所4階

開庁時間 8：30～17：15（土日祝・年末年始を除く）
TEL：0173－35－2111（内線2152～2154）

FAX：0173－35－3617（代表）
E-mail:kikaku@city.goshogawara.lg.jp

完全
予約制


